
○廿日市市火葬場設置及び管理条例施行規則 

昭和４２年１２月２５日 

規則第１４号 

〔注〕昭和６３年から改正経過を注記した。 

（目的） 

第１条　この規則は、廿日市市火葬場設置及び管理条例（昭和４２年条例

第２８号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定める

ものとする。 

（管理） 

第２条　火葬の管理を行うため、管理人を置く。 

（使用許可の申請） 

第３条　条例第６条の規定により、火葬場を使用しようとする者は、別記

様式第１号による申請書を市長に提出しなければならない。 

（一部改正〔昭和６３年規則７９号・平成１２年５号・２８年２

９号・令和３年４号〕） 

（許可証の交付） 

第４条　市長は、火葬場の使用を許可する場合は、別記様式第２号による

火葬場使用許可証を交付する。 

（一部改正〔平成１２年規則５号・２８年２９号〕） 

（火葬場の使用） 

第５条　火葬場の使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、前

条の火葬場使用許可証に墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第

４８号）第８条に規定する火葬許可証又は改葬許可証を添え死体ととも

に火葬場管理人に引き渡してその指示を受けなければならない。 

（一部改正〔昭和６３年規則７９号・平成１５年１号・２８年２

９号〕） 

第６条　条例第８条第１項の規定により使用者が遺骨の処理をした後に、

残骨灰があるときは、市長がこれを処理するものとする。 

２　前項の場合において、使用者は異議を申し立てることができない。 
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（一部改正〔平成１２年規則５号・１６年１号・令和３年４号〕） 

（ひつぎの制限） 

第７条　火葬場を使用する場合のひつぎは可燃性の材を用いるものとし、

その規格は次の基準によらなければならない。 

(1)　厚さ　１センチメートル以内 

(2)　幅　６０センチメートル以内 

(3)　高さ　５０センチメートル以内 

(4)　長さ　２００センチメートル以内 

（一部改正〔昭和６３年規則７９号・平成１２年５号・令和３年

４号〕） 

（使用料の減免） 

第８条　条例第１０条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、

別記様式第３号による申請書を市長に提出しなければならない。 

（一部改正〔平成１２年規則５号・２８年２９号・令和３年４号〕） 

（指定管理者による管理） 

第９条　第３条、第４条及び第６条第１項の規定は、条例第１１条第１項

の規定により指定管理者に火葬場の管理を行わせる場合について準用す

る。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 

（追加〔令和３年規則４号〕） 

（指定管理者の指定に係る申請書の提出） 

 第３条 別記様式第１号による申請

書

申請書

 市長 指定管理者

 第４条 市長 指定管理者

 別記様式第２号による火葬

場使用許可証

火葬場使用許可証

 第６条第１項 市長 指定管理者
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第１０条　条例第１２条の規定により火葬場の指定管理者の指定を受けよ

うとする者（以下「申請者」という。）は、市長が別に定める期間内に、

指定管理者指定申請書（以下「指定申請書」という。）に、次に掲げる

事項を記載した事業計画書及び次項に掲げる書面を添えて、市長に提出

しなければならない。 

(1)　火葬場の管理及び運営に関する基本方針 

(2)　指定管理者として指定を受けようとする期間（以下「指定管理期間」

という。）内の火葬場の管理及び運営に関する業務の実施計画 

(3)　指定管理期間内の年度ごとの火葬場の管理及び運営に関する業務

に係る収支計画 

(4)　火葬場の管理及び運営に関する組織体制 

(5)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２　条例第１２条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

(1)　定款、寄附行為その他これらに準ずるもの 

(2)　法人にあつては、当該法人の登記事項証明書 

(3)　指定申請書を提出する日の属する事業年度の前３事業年度の申請

者に関する事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録その他経

営の状況を明らかにする書類 

(4)　指定申請書を提出する日の属する事業年度の申請者に関する事業

計画書及び収支予算書 

(5)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（追加〔令和３年規則４号〕） 

（指定の告示等） 

第１１条　市長は、条例第１３条の規定により指定管理者を指定したとき

又は条例第１７条第１項の規定により指定管理者の指定を取り消したと

きは、その旨を告示するものとする。 

２　指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更し

たときは、遅滞なく、その旨を変更届出書により市長に届け出なければ

ならない。 
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３　市長は、前項の届出があつた場合には、その旨を告示するものとする。 

（追加〔令和３年規則４号〕） 

（協定の締結） 

第１２条　市長は、条例第１３条の規定により指定管理者を指定したとき

は、当該指定管理者と火葬場の管理に関する協定を締結するものとする。 

２　前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。 

(1)　火葬場の管理に係る業務の内容に関する事項 

(2)　市が支払うべき火葬場の管理費用に関する事項 

(3)　火葬場の管理を行うに当たつて保有する個人情報の保護に関する

事項 

(4)　事業報告に関する事項 

(5)　指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項 

(6)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（追加〔令和３年規則４号〕） 

（事業報告書の作成及び提出） 

第１３条　条例第１５条の規定により、指定管理者は、毎年度終了後６０

日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出

しなければならない。ただし、年度の途中において条例第１７条第１項

の規定により指定を取り消されたときは、指定を取り消された日から起

算して３０日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、

市長に提出しなければならない。 

(1)　火葬場の管理業務の実施状況及び使用状況 

(2)　火葬場の管理に係る経費の収支状況 

(3)　前２号に掲げるもののほか、指定管理者による火葬場の管理の実態

を把握するため、市長が必要と認める事項 

（追加〔令和３年規則４号〕） 

附　則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附　則（昭和４５年２月２３日規則第１号） 
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この規則は、公布の日から施行する。 

附　則（昭和６３年４月１日規則第７９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附　則（平成１２年２月２８日規則第５号） 

この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

附　則（平成１５年２月１８日規則第１号抄） 

（施行期日） 

１　この規則は、平成１５年３月１日から施行する。（後略） 

（廿日市市火葬場設置及び管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措

置） 

２　この規則の施行の日前に、旧吉和村火葬場設置及び管理条例施行規則

（昭和５２年吉和村規則第５号）の規定により交付された火葬場使用許

可証は、この規則の規定により交付された火葬場使用許可証とみなす。 

附　則（平成１６年２月１日規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附　則（平成２８年４月１日規則第２９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附　則（令和元年７月１日規則第４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附　則（令和３年３月１６日規則第４号） 

（施行期日） 

１　この規則は、令和４年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、

公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２　この規則による改正後の廿日市市火葬場設置及び管理条例施行規則

（以下「改正後の規則」という。）の規定による指定管理者の指定に係

る手続その他この規則を施行するための準備行為は、この規則の施行の

日（以下「施行日」という。）前においても行うことができる。 

（経過措置） 
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３　施行日前に、この規則による改正前の廿日市市火葬場設置及び管理条

例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の

規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

附　則（令和４年４月１日規則第４５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

（別記） 
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様式第１号（第３条関係） 

（全部改正〔令和４年規則４５号〕） 

様式第２号（第４条関係） 

（全部改正〔令和４年規則４５号〕） 

様式第３号（第８条関係） 

（全部改正〔令和４年規則４５号〕） 


